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第１章 目的・基本方針等

第１節 計画策定の背景

首都地域においては，約２００～３００年間隔で発生する関東大震災のよ

うなマグニチュード８クラスの地震の間に，マグニチュード７クラスの直下

型の地震（首都直下地震）が数回発生すると予想されている。

その首都直下地震により，人口や建物の密集地域における膨大な人的・物

的被害が発生するとともに，政治・行政・経済の枢要部分を担う「首都中枢

機能」が被災することから，その被害は，被災地にとどまらず，我が国全体

の国民生活及び経済活動に支障が生じるほか，海外へもその影響が波及する

と予想されている。

また 「首都中枢機能」の障害により，災害応急対策などの必要な措置を，

迅速・円滑に講じることができず，その結果，その膨大な人的・物的被害が

更に拡大すると予想されている。

（平成１７年７月中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会報告 ）」

政府において，これらの被害を軽減する方策について検討を重ねた結果，

「首都中枢機能の継続性の確保」が不可欠であるとの結論に達し，首都直下

地震対策大綱（平成１７年９月中央防災会議決定）及び首都直下地震応急対

策活動要領（平成１８年４月中央防災会議決定）において，首都中枢機関に

おける地震発生時の機能継続性を確保するための計画として事業継続計画

（ 以下「ＢＣＰ」という ）の策定が必要な施策としBusiness Continuity Plan 。

て位置付けられた。

さらに，行政の首都中枢機能である中央省庁のＢＣＰ策定作業を支援する

ことを目的とし，平成１９年６月に内閣府（防災担当）が策定した「中央省

」（ 「 」 。） ，庁業務継続ガイドライン第１版 以下 ガイドライン という において

中央省庁におけるＢＣＰを「業務継続計画」と読み替えた上で，その計画に

盛り込むべき内容や計画策定手法等が具体的に示され，また，平成１９年６

月２１日に開催された中央防災会議において，中央防災会議会長（内閣総理

大臣）から「首都直下地震等の災害時にも政府中枢機能を維持できるよう，

各省庁は業務継続計画の策定を積極的に推進してもらいたい 」旨の発言が。

なされた。

以上の背景により，平成１９年７月，当省における業務継続計画の基本方

針を定め，本計画の策定に着手したものである。

第２節 計画の目的
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この計画は，首都直下地震により法務省が被災し，使用可能な人的・物的

資源が制限される条件下において，あらかじめ選定する非常時優先業務がよ

り高い水準で継続（又は早期の再開もしくは実施。以下同じ ）されるため。

に必要な基本的事項を定め，もって非常時における法務省の業務継続のため

の対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

第３節 防災業務計画と業務継続計画の関係

災害対策基本法第３６条に基づく法務省防災業務計画は，災害応急対策業

務の実施体制，実施事項及び実施方法等を定めることに重点をおきながら，

災害の予防段階から復旧・復興段階までの対応計画をとりまとめたものであ

る。これに対して，業務継続計画は，非常時優先業務に位置付けるべき業務

を特定した上，非常時にこれがより高い水準で迅速に継続されるために必要

な計画を定めるものである。

なお，本計画における非常時優先業務とは，発災後直ちに開始すべき災害

， ，応急業務と 発災後速やかに実施すべき一部の災害復旧・復興業務のほかに

法務省防災業務計画に含まれない，発災後新たに発生する他の緊急的業務や

業務継続の優先度が高い一部の通常業務を合わせたものである。

第４節 基本方針

この計画は，次の基本方針に基づき，当省の業務継続力の確保・向上を図

るものとする。

１ 危機的状況下において，応急業務若しくは災害復旧・復興対策のうち早期

に実施すべき業務又は発災後新たに発生する他の緊急的な業務を可能な限り

速やかに実施する。

２ 危機的状況下において，当省の所掌事務の遅滞又は停止に伴う国民生活等

への影響を分析し，その影響が重大な業務の継続又は早期の再開に努める。

３ 当省の業務継続力向上のため，必要な対策を検討し，その対策を計画的に

実施するよう努める。

４ 当省職員（庁舎内の来省者を含む ）の安全を確保する。。
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第２章 対象組織等と想定災害

第１節 対象組織等

第１ 適用対象組織

この計画の適用対象組織は，中央合同庁舎第６号館Ａ棟及び赤れんが棟に

， ， ， ， ，所在する法務本省の内部部局の局 部 大臣官房の秘書課 人事課 会計課

施設課，厚生管理官及び訟務部門並びに法務総合研究所，公安審査委員会及

（ ， 「 」 「 」び公安調査庁 以下 適用対象組織を総じて表す場合は 本省 又は 当省

， 「 」 。）といい 適用対象組織を各個別に指して表す場合は 各局部課等 という

とする。

第２ 各局部課等における対策及び資料の整備

各局部課等は，この計画及びガイドライン等の定めるところに従い，その

所掌事務等に関し，必要な対策を講じ，連絡網等の必要な資料の整備を行う

ものとする。

第３ 首都圏の所管各庁における業務継続計画策定

， ，１ 首都圏所在の所管各庁における業務継続計画策定対象組織は 最高検察庁

高等検察庁，地方検察庁，区検察庁，法務局，地方法務局，矯正管区，刑務

所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所，婦人補導院，地方更生保護

委員会，保護観察所，入国者収容所，地方入国管理局，矯正研修所，公安調

査局，公安調査事務所及び公安調査庁研修所並びにこれらの組織の所掌事務

を分掌させるために設置された支所等の組織及び法務総合研究所の支所（以

下「所管各庁」という ）とする。。

２ 業務継続計画の策定に当たっては，防災要領及びガイドライン等の定める

ところに従い，その所掌事務等に関し，計画の策定を行うものとし，この場

合において，本省各局の長，法務総合研究所長及び公安調査庁長官は，管下

各庁に対し必要な指導・助言を行うものとする。

第２節 想定する危機的事象の特定

， ．この計画における想定災害は 東京湾北部を震源とするマグニチュード７

３の地震と特定する。これは，中央防災会議に設置された首都直下地震対策

専門調査会の報告による１８タイプの想定される首都直下地震のうち，フィ

リピン海プレートと北米プレートの境界で発生するマグニチュード７．３の

「東京湾北部地震」が，①ある程度の切迫性が高いと考えられる地震である

こと，②都心部の揺れが強いこと，③強い揺れの分布が広域的に広がってい
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ること，④中央防災会議において，首都直下地震の被害想定モデルとして用

いられていることから，本計画の想定災害と特定する。

なお，ガイドラインの指針に従って，発災の時期は，冬の平日夕方６時と

日曜日夕方６時に地震が発生した場合を想定し，いずれも，風速１５ のm/s

条件下で発災したものとする。

◆首都直下地震の切迫性

◆東京湾北部地震の震度分布

出典：内閣府 「首都直下地震の被害想定（概要 」HP ）
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第３節 社会における被害状況の想定

想定災害とした「東京湾北部地震」の社会における被害の全体像は，次の

とおり想定されている。

１ 建物全壊・火災焼失：約８５万棟

２ 死 者：約１万１，０００人

３ 負 傷 者：約２１万人（うち重傷者約３万７，０００人）

４ 避 難 者：約７００万人（うち避難所生活者約４６０万人）

５ 帰 宅 困 難 者：約６５０万人（うち都内は約３９０万人）

６ 停 電 軒 数：約１６０万軒（復旧までに６日間要する見込み）

７ 断 水 人 口：約１，１００万人（復旧までに３０日間要する見

込み）

８ 下水道機能支障人口：約４５万人

９ ガ ス 供 給 停 止 軒 数：約１２０万軒（８０％復旧までに５０日間要する

見込み）

（ ）10 固定電話不通回線数：約１１０万回線 復旧までに１４日間要する見込み

交 通 機 関 の 状 況：交通寸断の発生（一般国道及び都県道における交11

通機能支障，鉄道の運行停止）

出典 首都直下地震対策専門調査会報告，ガイドライン，内閣府 「首都直下地震の被害想定（概要 」H17.7 HP ）
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第４節 本計画における当省等の被害状況の想定

本省庁舎（中央合同庁舎第６号館Ａ棟及び赤れんが棟）等の想定被害状況

は次のとおりとする。

１ 建 物：倒壊又は崩壊しない。

※ 平成１８年８月に国土交通省官庁営繕部より公表された「官庁施設
の耐震診断結果等の公表について」によると，本省庁舎は，地震の震
動及び衝撃に対して倒壊し，又は崩壊する危険性は低いと評価されて
いる。

２ 電 気：発災後２日間は停電する （自家発電装置作動）。

３ ガ ス：発災後１週間は使用不能。

４ 上 水：発災後３日間は断水。

５ 中水 ：発災後３日間は使用不能。（トイレ）

６ 下 水 ：発災後３日間は使用不能。

７ 電 話 ：発災後，固定電話及び携帯電話ともに，電話回線の断線又は

輻輳（電話がかかりにくい状態）が生じ，１週間から１０日

間程度使用不能。パケット通信（メール）は，遅延の可能性

はあるが使用可能。

８ ：発災後しばらくの間停止。エ レ ベ ー タ ー

９ ：使用可能（省内ＬＡＮ及び法務省ＮＷも使用可能 。イ ン タ ー ネ ッ ト 。）

鉄 道：発災後３日間途絶。発災後３０日までに徐々に回復。10

第３章 非常時優先業務

第１節 非常時優先業務絞り込みの方針

首都直下地震が発生したとき，当省業務の遂行に必要となる資源が大幅に

不足する状況下においても国民の期待に応えた災害時の行政活動を展開して

いくためには，あらかじめ真に業務継続が必要な業務（非常時優先業務）を

選定し，当該業務の遂行に必要となる資源の優先的確保を図り，当省の有限

な資源の効率的かつ効果的な配分等を計画的に推進する必要がある。このた

め，当省が行うべき所掌事務等について，災害が発生した場合の業務の遅滞

や停止による社会への影響の重大性を個々に分析することによって，非常時

優先業務の選定を行うものとする。

第２節 業務影響分析

法務省防災業務計画に定める災害応急・復旧・復興業務，通常業務及びこ
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れらの業務に含まれない新たに発生する緊急的業務について，業務影響分析

を実施する。分析は，ガイドラインの指針に従い，個々の業務について，あ

らかじめ目標レベル（行政対応がどの程度適時・適切に実施されていると言

えるかを表す指標）を定めた上，発災後から，時間経過別に，当該目標レベ

。 ，ルへ達していなかった場合の影響の重大性を評価することにより行う なお

「影響の重大性」の評価は下表の基準に従うものとし，この結果，発災後お

おむね２週間以内に「影響の重大性」がⅢ以上に達する業務を非常時優先業

務と選定する。

影響の重大性の評価基準表

対象とする目標レベルに到達していないことに伴う代表的な影響の内容影響の
重大性

対象とする目標レベルに対象時間までに到達しなかったことによる社会的影響はⅠ
わずかにとどまる。ほとんどの人は全く影響を意識しないか，意識をしてもその行
政対応は許容可能な範囲であると理解する。軽 微

対象とする目標レベルに対象時間まで到達しなかったことにより若干の社会的影Ⅱ

響が発生する。しかし，大部分の人はその行政対応は許容可能な範囲であると理解
する。小さい

対象とする目標レベルに対象時間まで到達しなかったことにより社会的影響が発Ⅲ

生する。社会的な批判が一部で生じ得るが，過半の人はその行政対応は許容可能な
範囲であると理解する。中程度

対象とする目標レベルに対象時間まで到達しなかったことにより相当の社会的影Ⅳ

響が発生する。社会的な批判が発生し，過半の人はその行政対応は許容可能な範囲
外であると考える。大きい

対象とする目標レベルに対象時間まで到達しなかったことにより甚大な社会的影Ⅴ

響が発生する。大規模な社会的批判が発生し，大部分の人はその行政対応は許容可
能な範囲外であると考える。甚 大

※中央省庁業務継続ガイドライン第１版に基づき作成

第３節 主な非常時優先業務

， 。業務影響分析により選定された主な非常時優先業務は 次のとおりである

第１ 応急対策業務

１ 被害情報等の収集

個別の災害応急対策は所管各庁において行うこととなるが，本省は，これ

らの被害情報やその被害による影響等を把握し，適切な措置を執ることが求

められる。そのため，被害情報等の収集に当たっては，必要に応じて複数の

担当者が直ちに非常参集を開始するとともに，電話回線の輻輳を受けない衛

星携帯電話，携帯電話のパケット通信，各ネットーワーク等を使用して，所

管各庁・関係機関等との連絡調整体制を早急に確立し，２時間以内を目処に

正確かつ迅速な情報の収集を行うものとする。

２ 災害対策本部の設置

当省全般の統一的な意思決定を行うため，速やかに，法務省防災業務計画
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において定められた災害対策本部の設置をする。なお，災害対策本部は，必

要があると認められたとき法務大臣によって設置されることから，勤務時間

外の電話回線が輻輳している状況であっても，災害対策本部の構成員や事務

局員に必要な情報を伝達できる体制を整備し，もって，可及的速やかに災害

対策本部が設置・機能できるよう努めるものとする。

３ 避難誘導業務

中央合同庁舎第６号館Ａ棟の来省者や赤れんが棟の法務史料展示室の見学

者等については，その生命・身体の安全を確保することを優先的に実施する

ため，安全地帯への避難誘導等の措置を速やかに講じるものとする。

４ 報道機関等を通じての国民への情報提供

国民に対して的確に伝達すべき当省の被害状況及び業務状況等の情報につ

いては，報道機関や当省ホームページを活用して迅速に行うものとする。な

お，報道機関等との連絡調整については発災後６時間以内をめどに対応でき

る体制を，当省ホームページについては発災後１８時間以内をめどに新規情

報のアップロードができる体制を執れるよう努めるものとする。

第２ 継続すべき重要業務

１ 収容施設における被害状況の確認等

当省では，刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び入国者

収容所等の収容施設を所管していることから，発災後，直ちに，被害状況を

把握し，収容業務継続のための必要な対策を講じるものとする。

２ 登記情報システム等の復旧

国民の権利・義務に直接影響する登記事務の停止等を防ぐため，発災後，

登記情報センターの被災情報を直ちに収集した上，必要に応じて，速やかに

修繕工事等を行い，早期の復旧ができるよう努めるものとする。

３ 戸籍事務に関する指導・監督

罹災により死亡した場合の死亡の届出の取扱について，可能な限り速やか

に死亡の届出に関する特別の措置を講じるなど，戸籍事務に関し，国民生活

への重大な支障を防ぐための措置を講じるものとする。

４ 各種試験の企画・運営に関する業務

当省は，司法試験，司法書士試験，各種採用試験等の企画・運営に関する

ことを所掌しているところ，受付開始日や試験期日が間近に迫った状況の中

で首都直下地震が発生した場合に適切な行政対応が講じられなければ，被災

地に係る受験者の受験機会が失われ，受験機会の付与の面での公平性が損な

われることから，おおむね２日以内をめどに，受験者への対応措置を決定し

て当該受験者等へ周知されるよう努めるものとする。
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第４章 業務継続力向上のための対策

第１節 業務プロセスと必要資源の分析

自家発電装置や備蓄飲料水・食料等の当省の基幹的資源の現状を把握する

とともにそのリスク要因を検討した上，ガイドラインの指針に基づく業務プ

ロセス分析を実施し，業務継続力向上のために必要な対策を明らかにした。

第２節 計画的に推進する対策

第１ 執務室の出入口の確保

執務室へのスムーズな入室を

可能とし，あるいは執務室の閉

塞を防止するため，執務室出入

口付近のオフィス家具等を移動

するなどして，必要なスペース

の確保を行うものとする。

第２ オフィス家具等の転倒防止・重量物の落下防止

オフィス家具等の転倒及び重量物の落下を防止するため，オフィス家具等

の上段においてある重量物や落下のおそれがある重量物を低い位置に移動す

るなどの措置を講じるものとする。

第３ 非常時優先業務に必要なデータの保存

免震措置が施されていないサーバーが破損又は毀損した場合，電子データ

を迅速かつ円滑に引き出すことが不可能となるため，非常時優先業務の継続

に必要なデータ・記録等を把握し，これらの電磁的記録媒体や紙ベースのフ

ァイル等への保存を行うものとする。

第４ 食料，飲料水等の備蓄

食料，飲料水，簡易トイレ等生活に必要な物品の備蓄については，発災後

３日間の活動を念頭に置いて計画的に行うものとする。

第５ 情報連絡体制の整備・強化

勤務時間外の電話回線が輻輳している状況においても，職員の安否確認の

ための連絡，人的資源確保のための連絡及び所管各庁の被害情報を集約する

ため，関係職員間におけるメールアドレスの共有や災害用ブロードバンド伝

言板（ ）などを利用した連絡網の構築等，連絡体制の整備・強化をWeb171

行うものとする。

第６ 職員家族との連絡手段構築の推進

， ，職員家族の安否は 当該職員が業務に専念するための前提となることから
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電話回線が輻輳している状況においても職員とその家族間で連絡が可能とな

るよう，災害用伝言ダイヤル等の手段を職員へ周知するなどの対策を講じる

ものとする。

第７ 指揮命令系統の確保

非常時における混乱を防止し，非常時優先業務を円滑に遂行するため，あ

らかじめ職務代行者やその権限範囲等を定めて指揮命令系統を明確にする措

置を講じるものとする。

第８ 非常時優先業務担当者とその代替職員の選定・確保

１ 非常時優先業務担当者の選定を行うものとする。なお，非常時優先業務の

変更や人事異動が行われた場合等は，速やかに，新たな担当者の選定を行う

ものとする。

２ 非常時優先業務担当者の代替職員の選定を行うものとする。代替職員は，

担当者が当該業務を行えないときに，その業務を行うものとする。なお，人

事異動が行われた場合等は，速やかに，新たな代替職員の選定を行うものと

する。

担当者が被災等により必要な業務に従事できない場合には，当該業務の遅

滞・停止が発生するおそれがあることや長時間にわたり非常時優先業務を実

施する場合には，当該職員が連続して業務に従事することとなり，業務の効

率等が維持できない事態が想定される。そこで，非常時優先業務の遅滞・停

止を防ぎ，又は非常時優先業務の効率等を維持するため，あらかじめ複数の

代替職員を確保した上，必要なマニュアルや連絡体制を整備する措置も講じ

るものとする。

第９ 非常時優先業務進行管理者とその代替職員の選定・確保

１ 非常時優先業務進行管理者の選定を行うものとする。

進行管理者は，必要な非常時優先業務等が的確に実施されているか否かを

確認し，必要に応じ，当該業務の代替職員等を呼び寄せるなどの措置を講じ

ること，幹部職員や災害対策本部等との連絡調整に関すること，通常業務体

制への復帰に係る連絡調整に関すること，非常時における行政対応の記録作

成に関すること，その他非常時における連絡調整に関することを担うものと

する。なお，人事異動が行われた場合等は，速やかに，新たな進行管理者の

選定を行うものとする。

２ 進行管理者の代替職員の選定を行うものとする。代替職員は，進行管理者

が当該業務を行えないときに，その業務を行うものとする。なお，人事異動

が行われた場合等は，速やかに，新たな代替職員の選定を行うものとする。

進行管理業務の遅滞・防止を防ぎ，又は進行管理業務の効率等を維持する

ため，あらかじめ複数の代替職員を確保した上，必要なマニュアルや連絡体
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制の整備をする措置も講じるものとする。

第10 自衛消防隊等との調整

， ，安全な執務環境が確保されなければ 非常時優先業務等を実施することは

危険と言わざるを得ない。したがって，自衛消防隊として指名された者が発

災に伴い招集されたときは，消防計画（消防法）に基づいて初期消火活動等

に従事することが求められる。

上記第８及び第９に定める職員を選定するに当たり，自衛消防隊被指名者

と非常時優先業務担当者等が同一であることが，非常時優先業務等の実施に

著しく影響を及ぼすおそれがあるときは，あらかじめ，異なる担当者を選定

するなど，適当な調整を図るものとする。

第11 非常時優先業務のマニュアル，チェックリスト等の整備・周知

代替職員等が非常時優先業務に従事する場合であっても円滑な業務実施を

可能とするため，各非常時優先業務のマニュアル，チェックリスト等を整備

した上，これを代替職員に周知するなどの措置を講じるものとする。

第12 官邸リエゾンの確保

「首都直下地震対策大綱」において，おおむね２時間以内に開設するとさ

れている緊急災害対策本部との連絡手段を確保するため，官邸に迅速に非

常参集できる職員を選定して連絡体制の構築を行うものとする。

第13 国会連絡調整事務における連絡体制

国会との連絡調整事務を的確かつ迅速に行うため，非常時優先業務担当者

やその代替職員には，より参集時間が短い職員を充てた上，携帯電話のメー

ルアドレスの共有等により関係職員相互の連絡体制の構築を行うものとす

る。

第14 報道機関等との連絡体制の確保

当省関係の被害や業務の状況等を報道機関を通じて対外的に情報提供する

ため，携帯電話のメール機能や の利用も含めて報道機関との連絡体Web171

制の構築を行うものとする。

第15 法務省の保有する情報及び情報システムに係る緊急時の連絡体制の確保

法務省が保有する情報及び情報システムの情報セキュリティに関する状況

を迅速に把握して必要な措置を講じるため，メールアドレスを共有するなど

して大臣官房秘書課情報管理室と関係職員間の連絡体制の構築を行うものと

する。

第16 停電時にパソコンを使用する非常時優先業務を継続するための措置

発災により中央合同庁舎第６号館 棟等が停電しても，パソコンを使用すA

る非常時優先業務の遅滞又は停止を防止する必要があることから，自家発電

により給電した地下棟大会議室にて集中してパソコン業務を行うこととし，
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その要領の整備を行うものとする。

第３節 中期的に検討すべき対策

中期的に検討すべき対策については，推進体制の下で審議した上，積極的

に取り組んでいくものとする。

第５章 計画の発動・通常体制への復帰

第１節 計画発動の適用基準

第１ 計画の発動

原則，東京２３区内において，震度６強以上の首都直下地震が発生したと

き，本計画（発災時の行動）は自動的に発動するものとする。

第２ 警戒態勢

原則，東京２３区内において震度５弱以上～震度６弱以下の地震が発生し

， ， 。たときは 警戒態勢とし 発災時の行動が遂行可能な体制を保つものとする

第２節 発災時の行動

第１ 勤務時間外における発災時の行動

１ 非常時優先業務担当者及び同進行管理者の参集義務

非常時優先業務担当者及び同進行管理者は，自己の身の安全を確保し，家

族の安否を確認した上，指示を待つことなく速やかに本省（本省以外で執務

する場合はこの限りではない ）に非常参集し，担当業務を遂行しなければ。

ならない。

２ 代替職員の参集義務

非常時優先業務担当者及び同進行管理者の各代替職員は，自己の身の安全

を確保し，家族の安否を確認した上，所定の手段によって担当の業務が実行

されているか否かの確認に努め，実行されていないことを了知したときは，

指示を待つことなく速やかに本省（本省以外で執務する場合はこの限りでは

ない ）に非常参集し，当該業務を遂行しなければならない。なお，業務が。

実行されているか否か判然としないときは，非常参集を要するものとする。

※ 徒歩参集の場合は，悪路が想定されることから，携行品はリュックサック等に入れて両手の
自由を確保した上，スニーカー等を履いて参集することが望ましい。

※ 参集する場合は，身分証，筆記用具及び携帯電話のほか，可能な限りの飲食物，着替えを持
参することが望ましい。

３ 非常参集免除事由

次の各号のいずれかに該当する場合は，前記１及び２に関わらず，非常参
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集することを要しないものとする。

( ) 自己若しくは家族が被災し，又はこれらの者に切迫した危険がある場合1

( ) 自己又は家族の病気等の理由により活動困難な状況にある場合2

( ) 他の業務で遠隔地に出張中の場合3

( ) 参集途中において，火災等により通行ができず，参集が事実上不可能な4

場合若しくは生命・身体に著しい危険が予想される場合又は救命活動に参

加する必要が生じた場合

( ) 本省に到着したものの，建物の倒壊・崩落等の客観的危険性が認められ5

る場合又は室内における火災等により入室そのものが困難な場合（別の参

集場所が選定された場合はこの限りではない ）。

( ) その他前各号に掲げる事由に類する場合6

４ 他の職員の行動

上記１及び２のいずれにも該当しない職員は，自己及び家族の安否情報を

， 。所定の手段・方法により連絡した上 自宅等において待機を行うものとする

参集の要請があったときは，直ちに参集するものとし，この場合における

参集免除事由は，上記３と同様とする。

第２ 勤務時間内における発災時の行動

１ 非常時優先業務担当者及び同進行管理者の行動

非常時優先業務担当者及び同進行管理者は，自己の身の安全を確保し，家

族の安否を確認した上，担当業務を遂行しなければならない。

２ 代替職員の行動

非常時優先業務担当者及び同進行管理者の各代替職員は，自己の身の安全

を確保し，家族の安否を確認した上，担当の業務が実行されているか否かの

確認に努め，実行されていないことを了知したときは，当該業務を遂行しな

ければならない。

３ 業務遂行免除事由

業務遂行免除事由は，前記「非常参集免除事由」と同様とする（ただし，

( )号は除く 。4 。）

４ 他の職員の行動

上記１及び２のいずれにも該当しない職員は，自己及び家族の安否情報を

所定の手段・方法により連絡した上，一時庁舎内に待機し，非常時優先業務

等の支援に関することや帰宅の方法等の具体的な指示を受けてから行動する

ものとする。

第３ 総合調整

本省における基礎資源が想定以上に逼迫したり，又は一部の部署における

人的資源が危機的状況に陥るなど，当省の業務継続に著しい支障が生じるお
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それがあり，本省全般にわたる横断的な意思決定が求められるときは，災害

対策本部がこれを決断し，必要な総合調整を行うものとする。

第３節 職務代行

第１ 本省幹部の職務代行

発災後，事務次官又は官房長の不在により非常時優先業務に著しい影響が

生じるおそれがあるときは，法務省防災業務計画本省実施要領に定める災害

対策本部構成員の職務代行順位と同様に職務の代行を行うものとする。

第２ 各局部課等における職務代行

各局部課等は，非常時の場合における必要な職務代行の体制をあらかじめ

定めるものとする。

第４節 通常体制への復帰

第１ 通常体制復帰の判断

災害対策本部は，非常時の体制から通常体制への復帰が相当であると判断

したときは，非常時優先業務進行管理者に対してその旨の指示を行うものと

。 ， ， ，する このとき 必要に応じ 本省幹部の職務代行措置を講じていた場合は

その解除に関する連絡も併せて行うものとする。

第２ 復帰情報の周知

非常時優先業務進行管理者は，通常体制への復帰の指示を受けたときは，

所定の手段によって自宅待機職員等へその旨の周知を行い，迅速かつ円滑な

通常体制への復帰に努めるものとする。

第５節 通常体制復帰後の処理

第１ 非常時における行政対応の記録分析

大臣官房秘書課広報室は，本計画を改善する有益な資料とするため，非常

時優先業務進行管理者が作成する「非常時における行政対応の記録」を取り

まとめてその分析を行うものとする。

第２ 費消した備蓄物資等の補充

費消した備蓄物資等の補充を速やかに実施する。なお，当該物資の種類や

数量を十分に検討して計画的かつ有効な物資の補充・備蓄に努めるものとす

る。
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第６章 訓練・教育

第１節 訓練

１ 目的

非常時における職員の即応力や計画の実効性の向上を図ることを目的と

し，必要な訓練を行うものとする。

２ 基本方針

次に掲げる事項に配意の上，訓練を行うものとする。

( ) 非常時において最も重要な情報伝達網の実効性を確保すること。1

( ) 非常時優先業務担当者，同進行管理者，各代替職員及びこれ以外の職2

員それぞれの非常時における適切な行動の実効性を確保すること。

３ 訓練記録の作成と分析

( ) 訓練を実施したときは，経過及び結果等について記録を作成し，本計1

画改善の参考資料とするため，必要な分析を加えるものとする。

( ) 各局部課等において訓練を実施したときも上記同様に記録を作成する2

ものとし，その写し１部を大臣官房秘書課広報室へ提出する。

第２節 教育

１ 目的

計画の実効性は，これを実施する職員の計画に対する理解の深さや教育等

を通じて培った知識・経験に影響されることを踏まえ，非常時優先業務担当

者や同進行管理者はもとより，それらの業務の支援に加わる可能性がある職

員においても，いざというときに十分な心構えを持って業務を完遂できる，

実践に強い組織をつくることを目的とし，必要な教育を行うものとする。

２ 基本方針

次に掲げる事項に重点をおいて，教育を行うものとする。

( ) 職員一人ひとりが本計画内容を理解・把握すること。1

( ) 業務継続計画の趣旨を踏まえた自衛意識の高揚2

( ) 人事異動等があったとき自発的に必要な資料更新をするなどの習慣の醸3

成

( ) 基礎資源，データ・記録，マニュアル及び情報システム等を平時から確4

認・把握することの重要性の啓発
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第７章 推進体制と計画の修正

第１節 本省の推進体制

本省の業務継続計画を総合的かつ計画的に推進するため，本省に法務省業

務継続計画推進会議を設置する。

第２節 各局部課等の推進体制

各局部課等における業務継続力の確保・向上を計画的に推進するため，そ

の体制の整備を行うものとする。

第３節 計画の修正

継続的に，業務継続の取組や計画の妥当性について訓練その他様々な機会

をとらえて必要な検討を加え，問題点を洗い出し，是正すべきところを改善

， 。して計画の修正を行い 一層の業務継続力の確保・向上を目指すものとする


